
- 153 -

──────────────────────────────────────────────────

令和４年 第４回 ９月（定例）中 間 市 議 会 会 議 録（第４日）

令和４年９月22日（木曜日）

──────────────────────────────────────────────────

議事日程（第４号）

令和４年９月22日 午前10時00分開議

日程第 １ 認定第 １号 令和３年度中間市一般会計歳入歳出決算認定について

日程第 ２ 認定第 ２号 令和３年度中間市特別会計国民健康保険事業歳入歳出決算認

定について

日程第 ３ 認定第 ３号 令和３年度中間市住宅新築資金等特別会計歳入歳出決算認定

について

日程第 ４ 認定第 ４号 令和３年度中間市地域下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について

日程第 ５ 認定第 ５号 令和３年度中間市公共用地先行取得特別会計歳入歳出決算認

定について

日程第 ６ 認定第 ６号 令和３年度中間市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

日程第 ７ 認定第 ７号 令和３年度中間市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について

日程第 ８ 認定第 ８号 令和３年度中間市公共下水道事業会計利益の処分及び決算認

定について

日程第 ９ 認定第 ９号 令和３年度中間市水道事業会計利益の処分及び決算認定につ

いて

（日程第１～日程第９ 委員長報告・質疑・討論・採決）

日程第１０ 第３７号議案 中間市企業版ふるさと納税地方創生基金条例

（日程第１０ 委員長報告・質疑・討論・採決）

日程第１１ 第３０号議案 令和４年度中間市一般会計補正予算（第５号）

日程第１２ 第３１号議案 令和４年度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

（日程第１１・日程第１２ 委員長報告・質疑・討論・採

決）

日程第１３ 第３２号議案 中間市印鑑登録条例の一部を改正する条例

日程第１４ 第３３号議案 中間市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

日程第１５ 第３４号議案 中間市地域下水道施設改良基金条例の一部を改正する条例

日程第１６ 第３５号議案 中間市下水道条例の一部を改正する条例



- 154 -

日程第１７ 第３６号議案 中間市公共下水道受益者負担に関する条例の一部を改正する

条例

（日程第１３～日程第１７ 委員長報告・質疑・討論・採

決）

日程第１８ 議員提出議案 中間市財政運営基本条例

第 ２ 号

（日程第１８ 委員長報告・質疑・討論・採決）

日程第１９ 意 見 書 案 世界平和統一家庭連合（旧統一教会）と政界との関係断ち

第 ９ 号 切りを求める意見書

（日程第１９ 提案理由説明・質疑・討論・採決）

日程第２０ 意 見 書 案 軍事費のＧＤＰ２％への増額に反対する意見書

第 １ ０ 号

（日程第２０ 提案理由説明・質疑・討論・採決）

日程第２１ 意 見 書 案 地方の農地の保全と活用のための支援拡充を求める意見書

第 １ １ 号

（日程第２１ 提案理由説明・質疑・討論・採決）

日程第２２ 意 見 書 案 女性デジタル人材育成を強力に推進するための支援を求め

第 １ ２ 号 る意見書

（日程第２２ 提案理由説明・質疑・討論・採決）

日程第２３ 会議録署名議員の指名

──────────────────────────────

本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

──────────────────────────────

出席議員（16名）

１番 小林 信一君 ２番 堀田 克也君

３番 田口 善大君 ４番 蛙田 忠行君

５番 柴田 芳信君 ６番 田口 澄雄君

７番 山本 慎悟君 ８番 安田 明美君

９番 掛田るみ子君 １０番 中尾 淳子君

１１番 阿部伊知雄君 １２番 大和 永治君

１３番 柴田 広辞君 １４番 下川 俊秀君

１５番 井上 太一君 １６番 中野 勝寛君

──────────────────────────────

欠席議員（０名）



- 155 -

──────────────────────────────

欠 員（０名）

──────────────────────────────

説明のため出席した者の職氏名

市長 ……………… 福田 浩君 教育長 …………… 片平 慎一君

総務部長 ………… 田代 謙介君 市民部長 ………… 米満 孝智君

保健福祉部長 …… 篠田 耕一君 教育部長 ………… 船津喜久男君

建設産業部長 …… 村上 智裕君 消防長 …………… 林 誠志君

環境上下水道部長 ………………………………………………… 末廣 勝彦君

総務課長 ………… 井上 篤君 財政課長 ………… 蔵元 洋一君

企画課長 ………… 持田 将一君 市民課長 ………… 松原 邦加君

産業振興課長 …… 平川 佳子君 上水道課長 ……… 田中 秀一君

──────────────────────────

事務局出席職員職氏名

事務局長 佐伯 道雄君 書 記 志垣 憲一君

書 記 東 隆浩君 書 記 本田 裕貴君

──────────────────────────────



- 156 -



- 157 -

午前10時00分開議

〇議長（中野 勝寛君）

おはようございます。ただいまの出席議員は１６名で定足数に達しておりますので、こ

れより会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付しておりますのでご了承をお願いいたします。

なお、本日の議案等の朗読は省略したいと思いますので、ご了承をお願いいたします。

────────────・────・────────────

日程第１．認定第１号

日程第２．認定第２号

日程第３．認定第３号

日程第４．認定第４号

日程第５．認定第５号

日程第６．認定第６号

日程第７．認定第７号

日程第８．認定第８号

日程第９．認定第９号

〇議長（中野 勝寛君）

これより日程第１、認定第１号から日程第９、認定第９号までの令和３年度各会計決算

認定９件を一括議題とし、各常任委員長の報告を求めます。

まず、堀田克也総合政策委員長。

〇総合政策委員長（堀田 克也君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております認定第１号のうち、総合政策委員

会に付託されました所管部分及び認定第５号について審査を行いましたので、その概要と

結果をご報告申し上げます。

はじめに、認定第１号、令和３年度中間市一般会計歳入歳出決算認定について申し上げ

ます。まず、歳入歳出差引額は、１３億４，２１７万３，０３５円の黒字決算となってお

ります。

まず、歳入に関しまして、地方交付税では、普通交付税と特別交付税とを合わせた収入

済額は５５億９，０３７万４，０００円で、前年度と比較して４億２４３万６，０００円

の増額となっており、地方交付税を補完しています臨時財政対策債の借入額は４億９，

２１７万円で、前年度と比較して１億１，２３６万４，０００円の増額となっております。

また、ふるさと納税を含む寄附金の収入済額は、１１億６３４万１，３００円で、前年度

と比較して１億５，９０７万７，１００円の減額となっております。

次に、歳出に関しましては、人件費では、市立病院職員の整理退職に伴う退職手当組合

負担金の増額等により、前年度と比較して２億６，１５３万１，０００円増加となってお
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ります。

公債費では、令和２年度末で閉鎖した病院事業に係る地方債を一般会計が継承したこと

に伴う元利償還金の増等により、前年度と比較して１億５，４９０万６，０００円増額し、

１２億１，２８５万円となっております。令和３年度末における普通会計の基金は、前年

度から２２億２，１１９万４，０００円増額し、残高は４６億２，４７８万２，０００円

となっております。また、地方債残高は前年度から２億７，６８３万７，０００円増加し

て、１１３億９，０２１万３，０００円となっております。主な財政指標でございますが、

借換債の発行などにより、資金繰りの危険度を示す実質公債費比率は前年度から３．７ポ

イント改善して５．６％に、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す将来負担比率は

３１．１ポイント改善して１３．９％に、財政構造の弾力化を示す経常収支比率は２．

７ポイント改善して８３．５％となっております。

主な事業としては、総務費においては、ふるさと納税制度による寄附金収入が１１億

３５８万１，８００円と前年度と比較して１億５，９３８万２，２００円の減額となって

おりますが、寄附件数が増加したことに伴い、ふるさと納税管理委託料は１，３１８万

３４８円増額の６億５，５４９万８，４２０円となっています。

教育においては、ＧＩＧＡスクール構想に基づく市内全ての小中学校への校内通信ネッ

トワークの構築及び１人１台のタブレット端末等の配備が令和２年度に完了したことから、

オンライン教材やフィルタリングソフトが導入されたほか、ＧＩＧＡスクールサポーター

の配置派遣及びＩＣＴ活用研修を実施し、環境整備と利活用支援による教育ＩＣＴの充実

が推進されました。

討論において、「令和元年の基金残高が底をつくような状況から４６億２，０００万と

中間市政最高額の基金残高を積み増したということを大きく評価したい。将来負担比率も

３１．１ポイント改善して、１３．９％と、昨年の県平均の１３．４％に近いようなとこ

ろまで回復ができている。基金は確かに最高額を積み増しているが、まだまだ県平均から

すると、その半分しか積み増せていないので、残高が本当に少なくなっているものもある

ので、将来に向けて、しっかりと財政運営をしていくために、いま一度、基金の見直しを

したらどうかという意見を付して賛成する。」との意見がありました。

次に、認定第５号、令和３年度中間市公共用地先行取得特別会計歳入歳出決算認定につ

いて申し上げます。令和３年度も新たな用地の取得がなく、収入支出とも生じておりませ

んでした。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後に、それぞれ採決いたしました結果、認定第１号及び認定第５号のいずれも全員賛

成で原案どおり認定すべきであると決した次第であります。よろしくご審議のほどお願い

申し上げまして、委員長の報告を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）
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次に、中尾淳子市民厚生委員長。

〇市民厚生委員長（中尾 淳子君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております認定第１号のうち、市民厚生委員

会に付託されました所管部分、並びに認定第２号、認定第３号、認定第６号及び認定第

７号の各会計歳入歳出決算について、審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申

し上げます。

はじめに、認定第１号、令和３年度中間市一般会計歳入歳出決算認定について申し上げ

ます。

まず、歳入の主なものとして、市税収入額４１億１２３万２，８７７円で、前年度と比

較し、５，０８１万８，６５９円の減額となっております。また、市税徴収率につきまし

ては、スマートフォンアプリ決済による収納を開始するなどの納税機会の拡大に伴い、前

年度の９６．９％から９７．４％に向上しております。

次に、歳出の主なものとして、民生費において、市民税均等割が非課税である世帯等に

対し、１０万円を支給する住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金として５億９，

７９０万円が、子育て世帯に対して、子供１人当たり１０万円を支給する子育て世帯への

臨時特別給付金として５億３，５１０万円が、低所得のひとり親世帯等に対して、子供

１人当たり５万円を支給する低所得の子育て世帯生活支援特別給付金として７，４９７万

円が支出されています。

また、衛生費においては、新型コロナウイルス感染症対策事業として、感染した場合に、

重症化しやすい高齢者等に対するＰＣＲ検査費用の助成として３１９万３，８８０円が支

出されています。こちらは、疾病予防対策事業費等国庫補助金及び新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金において、全額賄われております。

討論において、「令和２年度から市民団体に対する各種補助金が大幅に削減されたまま

であり、一方で基金の積み立てなど大きな金額がため込まれ、こうしたため込みの原因に

市民生活へのカットが反映されている。さらに、個人番号制度のマイナンバー等の推進が

個人の権利侵害につながっている。以上のことから、決算案に対して反対する。さらに、

生活保護の扶養調査について、扶養援助につながった効果は僅かであり、調査に要する事

務手続きや人員の問題から税金の無駄遣いとの声も出されていることで、保護を辞退や敬

遠せざるを得ない状態になっていることから調査を実施しないことを求める。また、園児

のバス事故が静岡県でも起きたが、二度とこのような事故を起こさないという立場で他市

に先駆けてでも具体的な対策を講じることを求める。」との意見のほかに、「先だって、

中間市市民の生命を守る地域づくり条例が制定をされ、このような基本的な人権や、人の

尊厳を守る活動というのは、議会においても会派に関係なく前向きに対応すべきであ

る。」との意見がありました。

次に、特別会計について申し上げます。
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はじめに、認定第２号、令和３年度中間市特別会計国民健康保険事業歳入歳出決算認定

について申し上げます。

歳入総額は４８億５，６７５万１，５８９円、また、歳出総額は５６億２，０５６万６，

２２１円で、差引額は７億６，３８１万４，６３２円の赤字となっておりますが、前年度

繰上充用金７億７，２７０万１，０３９円を除く単年度決算については、８８８万６，

４０７円の黒字決算となっております。なお、黒字決算の要因は療養費に充当する普通交

付金の概算交付額が過大交付であることによるものです。

討論において、「市民生活に関わる物価が高騰する中で、国民健康保険税の値上げがさ

れ、市民税の各税は収納率が上がっている中、国民健康保険税だけが収納率を下回ってい

る。このことに今の市民生活が反映されているのではないか。こうした生活破壊を前提と

する国民健康保険税の負担を求めるこの決算案には反対する。」との意見がありました。

次に、認定第３号、令和３年度中間市住宅新築資金等特別会計歳入歳出決算認定につい

て申し上げます。

歳入総額は、貸付金元利収入等９７５万７，２０１円、歳出総額は、繰上充用金等３億

３，３６１万５，７５５円で、差引額は３億２，３８５万８，５５４円の収入不足となっ

ております。

次に、認定第６号、令和３年度中間市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

申し上げます。

保険事業勘定の歳入総額は、５３億３，２３９万７，３７４円、歳出総額は、５１億

７４４万７，６７０円で、差引額２億２，４９４万９，７０４円の黒字となっております。

歳入の主なものは、国庫支出金１３億７９３万３，４６７円、支払基金交付金１２億５，

４００万５，０００円、また、介護保険料９億９，００２万７，２００円で、前年度と比

べ、２，７６２万４，５９０円の増収となっております。

歳出の主なものは、要介護者に対して行われたサービスに係る保険給付費４３億５，

３３２万３，０３６円で、前年度と比べ、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う介護サー

ビス事業所の休業や利用控えのため、１．２％程度減少しております。

また、介護サービス事業勘定の歳入総額は４，９４９万３，２６３円、歳出総額は３，

５４１万４，３１６円で、差引額は１，４０７万８，９４７円の黒字となっております。

討論において、「介護保険開始当初の３，０５０円の標準保険料は、現在６，１６０円

と２倍以上になっている。中間市においては、介護保険料の減免制度があるが、介護保険

の給付に関する減免制度はないので、市民救済の立場でのしっかりとした措置と今後の保

険料の見直しを求めて、この決算について反対する。」との意見がありました。

次に、認定第７号、令和３年度中間市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て申し上げます。

歳入総額は、８億３，５５２万６７１円、歳出総額は、８億１，８０８万１，２４７円
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で、差引額は１，７４３万９，４２４円の黒字となっております。

歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料６億１５２万２，９５６円で、前年度と比べ、

１３２万２，８３７円の増収となっております。

歳出の主なものは、事務費及び徴収した保険料として、福岡県後期高齢者医療広域連合

への納付金８億２４０万２，３７９円となっております。

討論において、「今年の１０月から一定の収入のある方については、医療費が１割から

２割へ負担が増える。医療の自己負担を求めるやり方は長期的に見ればマイナス要因であ

り、医療費の高騰を生む。こうした後期高齢者の医療制度にも反対の立場であることから、

この決算についても反対する。」との意見がありました。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後に、それぞれ採決いたしました結果、認定第１号、認定第２号、認定第３号、認定

第６号及び認定第７号についてはいずれも賛成多数で原案どおり認定すべきと決した次第

であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

次に、田口善大産業消防委員長。

〇産業消防委員長（田口 善大君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております認定第１号のうち、産業消防委員

会に付託されました所管部分並びに認定第４号、認定第８号及び認定第９号について審査

を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。

まず、認定第１号、令和３年度中間市一般会計歳入歳出決算認定について申し上げます。

歳入の主なものは、土木使用料として、市営住宅５０２戸分の住宅使用料等が９，

１４０万２，５５０円、土木費国庫補助金として、中鶴地区建替事業に伴う補助金等が

２億５，３９６万５，０００円、道路・橋梁・住宅等の社会資本整備交付金が８，

０８２万８，０００円、消防費石油交付金積立金が３７８万５，０００円となっておりま

す。

次に、歳出の主なものは、労働費では、雇用創出事業費において、緊急短期雇用創出事

業における事務員及び作業員等の業務委託料に２，９２０万７，３００円が支出されてお

ります。

農林水産業費では、農地費において、中底井野地区の農業用水路改良工事の工事請負費

に１，９２５万４，４００円が支出されております。

商工費では、商工業振興費において、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金を活用した事業者支援の休業等支援協力金ほか６件の補助金等に９，７２０万円が支出

されております。

土木費では、道路新設改良費において、通学路整備工事や舗装補修工事など合計８件の

工事請負費に１億１９３万６，１００円、住宅建設改良費において、中鶴地区建替事業と
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して４億３，２３８万２，９００円の工事請負費が支出されております。

消防費では、消防施設費において、通信指令設備の機能維持のため高機能消防指令セン

ター設備の部分更新を実施し、９，０４２万円が支出されております。また、新型コロナ

ウイルス感染症対策のための設備や資機材等の購入費として１，１０９万２，６０４円が

支出されております。

討論において、「消防本部所管の石油貯蔵施設立地対策等交付金及び基金繰入金につい

て、白島備蓄基地が福智山断層の延長線上にあることや気候温暖化、地球環境を考える上

で撤去すべき設備であると思うため、消防本部所管については反対する。」との意見があ

りました。

次に、認定第４号、令和３年度中間市地域下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て申し上げます。

令和３年度決算においては、９８万９，７２５円の黒字となっております。

歳入の主なものは、下水道使用料が２，８５７万７，２５１円で、現年度分の徴収率は

９８．５％となっております。

歳出の主なものは、中鶴・曙下水処理場等の光熱水費・修繕料等に９６４万７，

７３９円、同下水道処理場の維持管理委託料に７，３３３万６，０１０円が支出されてお

ります。

次に、認定第８号、令和３年度中間市公共下水道事業会計利益の処分及び決算認定につ

いて申し上げます。

まず、利益の処分につきまして、当年度未処分利益剰余金６４１万５，１９８円を全額

繰り越すものとなっております。

次に、決算におきまして、収益的収支では、２９８万９，４５３円の純利益となってお

ります。また、資本的収支では３億６，４６７万８，２１８円の不足が生じましたが、当

年度分損益勘定留保資金等で全額補填されております。

令和３年度の排水処理状況及び水洗化状況については、処理区域内戸数は１万７，

９１２戸となり、前年度より２，１８１戸増加し、下水道普及率は８７．７％となってお

ります。水洗化状況につきましては、令和３年度の水洗化戸数が１万６，１９７戸となり、

前年度より２，４５１戸増加し、水洗化率は９０．４％となっております。令和３年度は、

令和３年１０月に地域下水道を廃止し、公共下水道に接続したことにより水洗化戸数及び

有収水量が大幅に増加しております。

次に、認定第９号、令和３年度中間市水道事業会計利益の処分及び決算認定について申

し上げます。

まず、利益の処分につきまして、当年度未処分利益剰余金５億８，８３６万４，

２９１円のうち、建設改良積立金へ５，０００万円を積み立て、残余５億３，８３６万４，

２９１円を繰り越すものであります。
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次に、決算におきまして、収益的収支では、８，９５５万３，０５５円の純利益となっ

ております。また、資本的収支では５億１，０４３万５，２７７円の不足が生じましたが、

当年度分損益勘定留保資金等で全額補填されております。

給水状況につきましては、給水戸数は２万８，９８９戸で、前年度より１９戸の減少と

なっております。

討論において、「浄水場運転監視業務委託が続いているが、水道事業については市民の

命に関わる公共性の高い業務であるため、設備改修・更新や職員の技術力の継承も含めて

重要な時期に来ており、直轄に戻すべきと考えるため、反対する。」との意見がありまし

た。

以上が、当委員会に付託されました認定４件の概要であります。

最後に、それぞれ採決いたしました結果、認定第１号及び認定第９号については賛成多

数、認定第４号及び認定第８号については全員賛成であり、認定第１号及び認定第４号に

ついては原案どおり認定すべき、認定第８号及び認定第９号については原案どおり可決及

び認定すべきと決した次第であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委

員長の報告を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

これより質疑に入ります。

ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論はありませんか。柴田芳信君。

〇議員（５番 柴田 芳信君）

日本共産党の柴田芳信です。認定第１号、令和３年度中間市一般会計歳入歳出決算認定

について反対意見を申し述べます。令和２年度から各種補助金が大幅にカットされていま

す。社会福祉協議会、保護司会、シルバー人材センター、老人会等への補助金です。円滑

な市民生活への支援策に対して、これらの補助金カットはマイナスの結果をつくり出しま

す。せめて令和元年度に実施していた額まで戻すべきだと思います。また、市民生活の必

要な予算を削っての基金のため込みには反対といたします。

次に、生活保護の扶養調査です。厚生労働省の２０１７年度の調査でも４６万件の調査

に対して援助につながったのは１．４５％にすぎません。福祉事務所の職員からも業務負

担の問題や税金の無駄遣いという意見も出されています。諸外国では権利として位置づけ

られ、生活保護を受けられる人の捕捉率が８割９割となっている中で、我が国では、捕捉

率が２割程度しかありません。法律上の義務ではありませんので、中間市としては、この

ような無駄な調査はやめるべきです。
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次に、中間市と同様の園児のバス事故が静岡県でも起こりました。保育の質の問題が今

問われています。中間市としては、このような事態を受けて、単に文書による指導ではな

く、再発を起こさない具体的な対策を講じるべきです。事故を起こしてしまった市として、

他市町村に先駆け、具体的な手を打つべきです。

次に、個人の権利侵害につながる個人番号制度の推進のための予算には反対いたします。

さらに、人事評価制度の廃止を求めてまいります。学校給食の直営への復帰を求めます。

消防本部所管について、石油貯蔵施設立地対策等交付金３７８万５，０００円に１４円

の利子をつけて基金積み立てとなっていますが、白島石油備蓄基地から福智山断層の延長

線上にあり、気候温暖化や地球環境を考える上からも撤去すべき施設だと思っています。

よって、交付金基金積み立てについては反対といたします。

これらの理由から、認定第１号、令和３年度中間市一般会計歳入歳出決算認定について

は反対といたします。

次に、認定第９号、令和３年度中間市水道事業会計利益の処分及び決算認定について反

対意見を申し述べます。水道事業は、市民の命に関わる大変公共性の高い業務です。浄水

場運転監視業務委託が続いております。設備改修・更新も含めて、職員の技術力の継承も

含め、重要な時期に来ていると思います。直轄に戻すべきだと考えます。

よって、認定第９号、令和３年度中間市水道事業会計利益の処分及び決算認定について

反対といたします。

〇議長（中野 勝寛君）

ほかに討論はありませんか。田口澄雄君。

〇議員（６番 田口 澄雄君）

認定第２号、令和３年度中間市特別会計国民健康保険事業歳入歳出決算認定について反

対意見を申し述べます。中間市の国保は累積赤字が７億６，３８０万円ありますが、これ

は近隣の市町では当然のようにやられていた一般会計からの法定外繰入れが、中間市の場

合は長年にわたって不実施だったことによるものです。しかしこの間、賃金・年金は減り、

物価が上がる中で国民健康保険税の負担は確実に引き上げられてきました。これは何も中

間市に限ったことではありませんが、負担の限度は、既に超えていると思います。市民税

の各税が収納率を上げている中で、国民健康保険税だけが前年度の収納率を下回っていま

す。このことにも、国民健康保険税の負担の厳しさが見て取れます。このような生活破壊

の保険税納入を前提とした決算には反対をいたします。また、今後の一般会計からの法定

外繰り入れの実施を求めるものです。

認定第６号、令和３年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について反対意見を申

し述べます。開始当初、３，０５０円の標準保険料、それが今、令和３年度からの３年間

では６，１６０円、実に２倍以上になっています。そして、令和３年度の決算では、２億

円の基金積み増しです。結果として介護給付費準備基金積立金は４億４，０００万円の積
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み立てになります。また、歳入と歳出の差である黒字額は、これとは別に２億２，

５００万円もあります。年間の介護保険料が９億９，０００万円の中で基金の積み立てだ

けで、その半分に至ります。ため込み過ぎではないでしょうか。中間市では介護保険料の

減免制度はありますが、給付費の減免制度はありません。こうした余力財源をもっと今生

きて生活している人への支援策として使うべきではないでしょうか。

以上によりこの認定第６号については反対をいたします。

次に、認定第７号、令和３年度中間市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て反対をいたします。年齢で差別化を図るこのような医療制度には反対です。しかも今年

１０月からは、一定の収入のある個人と世帯には、医療費の１割から２割への負担増がな

されます。高齢化の中で医療にかかるのは当たり前の話です。公的負担による対応を求め、

この決算については反対をいたします。

〇議長（中野 勝寛君）

ほかに討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

これにて討論を終結いたします。

これより、認定第１号から認定第９号までの令和３年度各会計決算認定９件を順次採決

いたします。

議題のうち、まず認定第１号、令和３年度中間市一般会計歳入歳出決算認定についてを

起立により採決いたします。

本決算に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものです。本決算は委員長の報

告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（起立）

〇議長（中野 勝寛君）

起立多数であります。よって、認定第１号は委員長の報告のとおり認定されました。

次に、認定第２号、令和３年度中間市特別会計国民健康保険事業歳入歳出決算認定につ

いてを起立により採決いたします。

本決算に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものであります。本決算は委員

長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（起立）

〇議長（中野 勝寛君）

起立多数であります。よって、認定第２号は委員長の報告のとおり認定されました。

次に、認定第３号、令和３年度中間市住宅新築資金等特別会計歳入歳出決算認定につい

てを採決いたします。

お諮りいたします。本決算に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものであり
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ます。本決算は委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、認定第３号は委員長の報告のとおり認定されました。

次に、認定第４号、令和３年度中間市地域下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

てを採決いたします。

お諮りいたします。本決算に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものであり

ます。本決算は委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、認定第４号は委員長の報告のとおり認定されました。

次に、認定第５号、令和３年度中間市公共用地先行取得特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを採決いたします。

お諮りいたします。本決算に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものであり

ます。本決算は委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、認定第５号は委員長の報告のとおり認定されました。

次に、認定第６号、令和３年度中間市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

を起立により採決いたします。

本決算に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものであります。本決算は委員

長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（起立）

〇議長（中野 勝寛君）

起立多数であります。よって、認定第６号は委員長の報告のとおり認定されました。

次に、認定第７号、令和３年度中間市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

てを起立により採決いたします。

本決算に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものであります。本決算は委員

長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（起立）

〇議長（中野 勝寛君）

起立多数であります。よって、認定第７号は委員長の報告のとおり認定されました。

次に、認定第８号、令和３年度中間市公共下水道事業会計利益の処分及び決算認定につ

いてを採決いたします。

お諮りいたします。本決算に対する委員長の報告は原案可決及び認定すべきであるとす
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るものであります。本決算は委員長の報告のとおり原案可決及び認定することにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、認定第８号は委員長の報告のとおり原案可決及び認定

されました。

次に、認定第９号、令和３年度中間市水道事業会計利益の処分及び決算認定についてを

起立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は原案可決及び認定すべきであるとするものであります。本

案は委員長の報告のとおり原案可決及び認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（起立）

〇議長（中野 勝寛君）

起立多数であります。よって、認定第９号は委員長の報告のとおり原案可決及び認定さ

れました。

────────────・────・────────────

日程第１０．第３７号議案

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第１０、第３７号議案、中間市企業版ふるさと納税地方創生基金条例を議題

とし、総合政策委員長の報告を求めます。

堀田克也総合政策委員長。

〇総合政策委員長（堀田 克也君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第３７号議案、中間市企業版ふる

さと納税地方創生基金条例について審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し

上げます。

企業版ふるさと納税は、本市の地方創生に向けたまち・ひと・しごと創生寄附活用事業

に対する民間の活用を図るため、本年３月に導入されました。

今回の条例制定は、企業版ふるさと納税の寄附金の制度が基金を設置して積み立てる場

合を除き、寄附があった当該年度内に寄附金全額を事業費に充てることとされていること

から、この企業版ふるさと納税の受け皿として新たに基金を創設し、企業版ふるさと納税

の複数年での有効活用と円滑な制度運営を図ることを目的とされております。

討論において、「企業版ふるさと納税は、少子高齢化で自治体が縮小していく中で、ひ

とつの対策として、官民連携で民間の力を借りて財政運営をしていく部分で、大変画期的

な一つの手法であり、これを中間市が取り入れようという姿勢に対して評価したいと思い、

賛成する。」との意見がありました。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。
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最後に、採決いたしました結果、第３７号議案は賛成多数で、原案どおり可決すべきと

決した次第であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終

わります。

〇議長（中野 勝寛君）

これより質疑に入ります。

ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論はありませんか。田口澄雄君。

〇議員（６番 田口 澄雄君）

第３７号議案、中間市企業版ふるさと納税地方創生基金条例について反対意見を申し述

べます。この企業版ふるさと納税制度は、２０１６年度の税制改正で創設されたものでし

たが、寄附による企業への税額控除割合を２０２０年の４月からは６割引き上げた上、損

金算入と合わせると９割の負担軽減とするものです。創設時の国会審議では、寄附企業と

自治体との癒着の懸念が指摘されたために、内閣府は寄附の見返りとして、経済的利益供

与等を政令で禁止しました。もともと我が党はこの根拠法である地域再生法の改正に当た

っても、一つ、内閣府の認定した事業を対象とした仕組みで、自治体の事業が国の政策に

誘導される恐れがあること。二つ、本来営利目的の企業の地方公共団体への寄附は、従前

から３割の損金算入が認められているが、それを超える税額控除を設けて寄附を促すこと

は、企業と自治体の癒着構造を生む恐れがあること、以上のことを述べました。とりわけ、

禁止対象となる直接的な利益供与以外の形で、企業と自治体の関係に影響が生じることか

ら強く反対をしたものです。２０２０年度の法改正は、活用の進まない制度を何とかした

い内閣府が企業や自治体の要望にこたえて、所管する制度運営の緩和と簡素化を図り、負

担軽減の割合を一気に９割に引き上げたものです。もともとの禁止に対する違反行為のペ

ナルティもここでは緩和をされています。こうしたことの結果として、被害者への賠償も

ままならない原発の立地自治体への電力会社からの寄附等が問題となっています。また、

企業側が日頃から仕事を受注している自治体からの寄附の要請を断りにくいという側面も

あります。企業側は寄附を非公表とすることもできますが、そうなると第三者による寄附

の実態把握が難しくなります。また、非公表にしてもその実態が分かると他の自治体から

寄附の申し出が殺到し、それを断りにくいという、そうした側面もあります。いずれにし

てもこうしたふるさと納税制度自体が、国内での税の奪い合いであり、地方税の税として

の原則を大きく歪めるものです。

以上のことから本制度の実施を前提とする本条例案については反対をいたします。

〇議長（中野 勝寛君）
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ほかに討論はありませんか。掛田るみ子さん。

〇議員（９番 掛田るみ子君）

第３７号議案、中間市企業版ふるさと納税地方創生基金条例について、公明党会派を代

表し、賛成討論を行います。この議案は、企業が自治体への寄附を通じ、地域活性化を後

押しする企業版ふるさと納税の寄附金を単年度だけでなく、複数年に繰越し活用ができる

ようにするための基金条例です。企業側は、法人税から寄附額の最大９割が税額控除され

ますが、基金にすることで、寄附した年に速やかに控除を受けられるというメリットがあ

るそうです。内閣府によれば、昨年の企業版ふるさと納税の寄附額は２２５億円で、寄附

を受けた自治体は、前年比１．８倍の９５６団体になります。受入額が１７億円と最多だ

った静岡県裾野市では、駅周辺のインフラ改良事業に寄附金を充てるため、市長が地元に

縁のある企業を訪れ、トップセールスを展開しているそうです。このように、企業版ふる

さと納税は、自治体の財源が限られる中、官民が連携し、まちおこしができるという有効

な地域再生の制度であります。

質疑の中で、蛙田議員から、個人版のふるさと納税を基金にするための条例を１２月議

会で上程する旨のお話がありました。そして、その基金に企業版も組み込むとの説明でし

た。職員からは、ふるさと納税と名称は同じでも、個人版と企業版は別なものである旨の

説明がありました。国の所管が、個人版は総務省で、企業版は内閣府であることからも、

運用の違いを理解できるのではないかと思います。確かに議員が議案を提出することは地

方自治法で認められた権利であります。ですから、執行部が上程した条例を形を変えて提

案することは、法的には可能な政治手法なのかもしれません。

しかしながら、一定の合意形成もなされないまま、数の力で条例を制定し、従わせよう

とする行為は、道義的に見れば、中間市議会ハラスメント根絶条例に抵触するのではない

かと危惧いたします。条例に沿って業務を行うのは職員であります。もっと尊重してもい

いのではないでしょうか。条例の制定を遅らすことは、職員のやる気を削ぐ行為であり、

行政実務の遅れを招くことにもつながります。多くの自治体が有効活用している制度を中

間市も速やかに取り組めるよう、公明党は本条例案に賛成いたします。

〇議長（中野 勝寛君）

ほかに討論ありませんか。蛙田忠行君。

〇議員（４番 蛙田 忠行君）

ただ今の討論の中で、掛田議員から私の名前が出ましたので、あえて討論させていただ

きます。基本的に、今回の企業版ふるさと納税については、私は所管が内閣府であろうと、

ふるさと納税が総務省であろうと、地方自治体においては、その基金、いわゆる寄附を受

け入れて、その受け入れた寄附をどう活用していくかという制度であります。これは国の

省庁、少なくとも今の法令も含めた省庁の縦割り行政を追随するような、極めて私から言

わせれば、これ正直申し上げて、どこまでそういう国の政策の中身をご理解願って、今の
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発言があるのか。よくわかりません。理解できません。

私は、こういうふるさと納税自体のあり方についても、若干の疑問はあります。あるけ

れども、全国１７００有余の自治体が、少なくともふるさと納税を活用した、いわゆる財

政の運営をやられております。なおかつ、その財政運営の中で、それを住民サービスの貴

重な原資として運用されてるのはこれは事実でありますから、あえて基本的な理念として、

この法令の運用について私は若干の疑問はありますけれども、現実問題としてこれは、今

もう既に地方自治体における歳入における相当程度の部分というのが占めておりますし、

住民サービスをするための一つの方向として、その歳入を活用するという形は、これも事

実として我々は活用していかなきゃならんだろうという基本的な認識とたてつけを踏まえ

た上で、踏まえた上でですよ。この基金、先ほど私が今回の財政運営基本条例の提案に当

たって、あえてふるさと納税基金という形で集約をしてやらせていただくと申し上げたの

は、要は寄附金をどういった形で活用するのか。そのためには、今、一般会計に全額繰り

入れをしてやられてます。本来ならばふるさと納税、特に企業版においては、いわゆる使

途の目的性というのは定められてるわけですね。もともとふるさと納税の活用というのは、

先ほど申し上げましたように、住民サービスと同時に、いろいろな使途、目的が定められ

て運用されてるのは事実なんです。そういったものをしっかり活用していくために何をす

ればいいのか。これは、いわゆる地方自治体における法令であります条例の中で、その基

金の運用をしっかり定めていこうと。定めることで、少なくとも財政的な活用の部分も含

めた方向性を明示していこうということで、前回の本会議においての財政運営基本条例の

提案理由の中でもそのことは説明をいたしました。

よって、１２月議会においてふるさと納税基金という条例を提案をいたします。提案を

いたしますし、これは決して何か執行部との対案という形で出すわけではありません。財

政運営基本条例、今回議案として上がっておりますから、これ制定されるかどうか皆さん

のご判断なんでしょうけれども、これが制定をもしいただけるとするならば、その中で、

各条文の中に基金の扱いについてもしっかり明記をしております。

何でこれ、私が提案理由の際申し上げたことかと言いますと、まず財政運営のあり方を

しっかり条例で定めましょうと、そしてなおかつ定めたその条例に従って、基金の運用を

やりましょう。その基金の運用のうち、大きなこのふるさと納税の基金というのを、しっ

かり中身を含めて、たてつけをしっかりやって、その中で、皆さんからいただいた貴重な

税を、その中で使っていきましょう。使うための手段として、いただくための手段として、

それを活用する一つの方向性を基金という形で定めましょうと。その中に、これ企業版に

関してはどういった形で織り込むのか、今からの検討課題でありますけれども、少なくと

も、企業から受ける寄附もあるでしょう。内閣府が示した、今、先ほど田口議員から

３０％、９０％の控除率の問題が出てきましたけれども、その他もろもろの諸問題も含め

て、このふるさと納税基金の中で、個人版であろうと企業版であろうと、企業版という言



- 171 -

葉自体が私は決してどうもね、これ、制度としてはなじまないという気がしてなりません。

だからいわゆる個人、企業、団体、その他を含めて、そういう寄附をいただいたものをし

っかり運用して、活用していくというやり方を、もう本市においても定めなきゃならんと

いうことで、財政運営基本条例の中にも条文を入れましたし、その条文に従って、今回そ

れを出そうということであります。

その点、若干の誤解をもしあるとすれば、今申し上げたような形で、しっかり形で進め

ていきますので、ぜひ皆さん方のご理解を賜るようによろしくお願いをしておきます。

〇議長（中野 勝寛君）

ほかに討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

これにて討論を終結いたします。

これより、第３７号議案、中間市企業版ふるさと納税地方創生基金条例を起立により採

決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決すること

に賛成の諸君の起立を求めます。

（起立）

〇議長（中野 勝寛君）

起立少数であります。よって、第３７号議案は否決されました。

────────────・────・────────────

日程第１１．第３０号議案

日程第１２．第３１号議案

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第１１、第３０号議案及び日程第１２、第３１号議案の補正予算２件を一括

議題とし、各常任委員長の報告を求めます。

まず、堀田克也総合政策委員長。

〇総合政策委員長（堀田 克也君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第３０号議案、令和４年度中間市

一般会計補正予算（第５号）のうち、総合政策委員会に付託されました所管部分について

審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。

今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ６，６８１万４，０００円を追加し、予算の総額

を歳入歳出それぞれ１９５億８９２万４，０００円とするものです。

まず、歳入の主なものとして、地方交付税におきまして、普通交付税が決定したことか

ら７３５万９，０００円の増額、国庫支出金におきまして、公立学校情報機器整備費補助

金に１７１万円、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に８，５９３万６，
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０００円が追加計上されております。市債におきましては、発行可能額の決定に伴い、臨

時財政対策債が４，３９２万１，０００円減額し、総合会館複合化事業に３２０万円が計

上されております。

次に、歳出の主なものとして、総務費におきましては、第３７号議案で上程されており

ます、中間市企業版ふるさと納税地方創生基金の新設に伴う積立金に１００万円の計上、

また、財源調整として財政調整基金積立金８，９４１万３，０００円が減額されておりま

す。また、職員が使用する情報系ネットワーク端末機１４０台を更新するための情報系ネ

ットワーク端末機賃借料につきましては、昨今の半導体不足等の影響により、物品調達に

時間を要する恐れがあることから、時期を前倒しして契約する必要が生じたため、限度額

を４，９２１万円とする債務負担行為が設定されております。

教育費におきましては、国庫補助金の交付決定に伴い、授業で使用する大型モニターの

追加購入経費に３４２万１，０００円、プログラミング教育の推進など寄附を活用した事

業に１３４万２，０００円がそれぞれ計上されております。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後に、採決いたしました結果、第３０号議案は全員賛成で、原案どおり可決すべきで

あると決した次第であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報

告を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

次に、中尾淳子市民厚生委員長。

〇市民厚生委員長（中尾 淳子君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第３０号議案のうち、市民厚生委

員会に付託されました所管部分及び第３１号議案について審査を行いましたので、その概

要と結果をご報告申し上げます。

はじめに第３０号議案、令和４年度中間市一般会計補正予算（第５号）について申し上

げます。

歳入については県支出金におきまして、保育所等給食支援事業費補助金３２４万円が計

上されております。

次に、歳出については、総務費におきまして、前年度の国庫支出金の額の確定に伴う子

育て世帯等臨時特別支援事業費補助金返還金６６８万８，０００円が計上されています。

民生費におきまして、中間市総合会館について、生涯学習センターを含む複合施設とな

ったことを踏まえ、令和２年度に行われた実施設計の内容を見直す必要が生じたことから、

改修工事の実施設計業務委託料に３５０万９，０００円が、また、県補助金及び新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、保護者負担の軽減を図るため保育所

等における給食費の材料費高騰分を補助する経費に６４８万円がそれぞれ計上されていま

す。また、コロナ禍の影響が長期化する中、感染拡大や物価高騰といった様々な困難の状
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況にあっても、社会生活の維持のため、医療や介護、障がい者福祉の分野で事業を継続し

ている事業者に対する事業継続支援緊急交付金として、民生費において、中間市障がい福

祉施設等に５４０万円、中間市介護施設等に１，５００万円が、衛生費において、中間市

医療機関に１，５６０万円の合計３，６００万円が計上されています。なお、この事業に

つきましては、一般財源により実施することとされていますが、新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金の対象事業となっており、今後、交付限度額の増額がされたの

ち、それ以降の補正予算において、この交付金を財源充当する予定とされています。

討論において、「議会に対する本議案の審査の中で、例えば交付金など先の見通しが

１００％ではないものを付け加えて委員会の審査に諮るというのは、議会を軽視したやり

方だと考える。議会に対して提案をされる際は議会と執行側との関係を踏まえた上で提案

をされることを要望する。」との意見がありました。

次に、第３１号議案、令和４年度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて申し上げます。

保険事業勘定の歳入については、歳出補正に伴う財源調整として、前年度繰越金６，

１７７万８，０００円が計上されています。

次に、歳出については、令和３年度事業における介護給付費の確定に伴う国及び県の返

還金が５，８７８万９，０００円、支払基金負担金返還金が７３万１，０００円、地域支

援事業費の確定に伴う国及び県の返還金が３６９万８，０００円、支払基金返還金が

２１万７，０００円それぞれ計上されています。

以上により、歳入歳出それぞれ６，３４３万５，０００円が追加され、介護保険サービ

ス事業勘定を加えた予算総額は、歳入歳出それぞれ５３億４，１７３万５，０００円とな

っております。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後に、それぞれ採決いたしました結果、第３０号議案及び第３１号議案はいずれも全

員賛成で、原案どおり可決すべきと決した次第であります。よろしくご審議のほどお願い

申し上げまして、委員長の報告を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

次に、田口善大産業消防委員長。

〇産業消防委員長（田口 善大君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第３０号議案、令和４年度中間市

一般会計補正予算（第５号）のうち、産業消防委員会に付託されました所管部分について、

審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。

歳入につきましては、県補助金において、農業委員会費交付金として１２万８，

０００円、財産収入において、道路施設命名権収入として３３万円が計上されております。

次に、歳出の主なものにつきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交
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付金を活用し、コロナ禍で原油や原材料価格の高騰、物価高騰の影響を特に大きく受けて

いる業種の事業者に対して一律１５万円を交付する、中間市原油価格・物価高騰緊急対策

支援金として、農林水産業費に４５０万円、商工費に７，８００万円、合計８，２５０万

円が計上されております。

討論において、「中間市原油価格・物価高騰緊急対策支援金について、農業従事者や中

小企業だけでなく、市民全体が助かる対策を検討してほしいため、意見を付して賛成す

る。」との意見がありました。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後に、採決いたしました結果、第３０号議案は全員賛成で、原案どおり可決すべきと

決した次第であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終

わります。

〇議長（中野 勝寛君）

これより質疑に入ります。ただいまの委員長の報告に対して質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論はありませんか。田口澄雄君。

〇議員（６番 田口 澄雄君）

公明党の阿部伊知雄です。第３０号議案、令和４年度中間市一般会計補正予算（第

５号）について、反対意見を申し述べます。この予算案では、企業版ふるさと納税地方創

生基金積立金に１００万円が計上がなされていますけれども、これは先ほど基金条例が否

決されましたので、実施できないと思いますけれども、ちょっとその辺がよく私もわかり

ません。ただし、この中身については、先ほど３７号議案で述べました内容と一緒ですの

で、同じこと述べませんが、内容に問題がありますので、反対いたします。また、住基ネ

ットＣＳ機能強化業務委託料に５７万５，０００円の予算が計上されていますが、こうし

たデジタル化の安易な推進は個人情報の漏えいや個人の権利を侵す危険性がありますので、

このことからも反対いたします。

〇議長（中野 勝寛君）

ほかに討論ありませんか。阿部伊知雄君。

〇議員（１１番 阿部伊知雄君）

第３０号議案、令和４年度中間市一般会計補正予算（第５号）において、今回、産業振

興課より中間市原油価格・物価高騰緊急対策支援金事業案が提出されました。これを早急

に実施していただきたいという立場、原案に賛成の立場で発言させていただきます。

産業振興課では、昨年９月の補正予算で、中間市感染防止対策協力一時金という名目で、

地方創生臨時交付金３，６９１万７，０００円を使って、条件を満たしている事業者に一
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律１５万円の給付を行いました。２３８の事業所に給付金を出しています。昨年の事業者

を取り巻く状況と、今年の状況を比べてみると、次のとおりです。すなわち、中間市にお

けるコロナ感染者数は、昨年の６月、７月、８月の感染者数の合計は１４６人です。今年

の６月、７月、８月の感染者数の合計は３，４８１人で、１年前に比べて約２４倍です。

市民にとっては、飲食店やお店に行きたくても行かれない状況が生じています。福岡県の

レギュラーガソリン１リットルの小売価格は、昨年に比べ、現在３０円ほど上昇していま

す。ガソリン価格の上昇は、事業経営を圧迫する原因となっています。今年４月からの物

価高騰は、事業者においては、原材料費の値上がり、仕入れ経費の上昇につながっていま

す。今年の６月には、商工会議所より、中間市独自の消費喚起事業を早急に求める要望書

が中間市議会議長あてに提出されています。それほど市内の事業者は苦しみ、６月に既に

ＳＯＳを出しています。７月末にプレミアム付き商品券が販売されましたが、その直後、

コロナ感染第７波で事業者は大きな打撃を受けています。

以上のように、今年の市内事業者を取り巻く状況は、昨年の状況よりもさらに厳しいも

のになっています。ゆえに、まずは、今回執行部提案の中間市原油価格・物価高騰緊急対

策支援金事業を速やかに実行していただきたいと思います。また、市内事業者を取り巻く

状況は日々変化しています。

そこで、今回、産業振興課が、中間市原油価格・物価高騰緊急対策支援金事業を立案す

る際に、市内事業者にアンケート調査を行ったように、今回この支援金事業を実施した後、

その効果、事業者の経営状況など、市内事業者に対するアンケート調査などを通して、実

態を詳細に把握し、次期の地方創生臨時交付金を使って、さらにきめ細やかな事業者に寄

り添った支援対策を講じていただきたいと思います。周辺市町村は、今年に入り、早々と

事業者支援対策を行っています。中間市も、まずは中間市原油価格・物価高騰緊急対策支

援金事業を早急に実施し、中間市の行政執行部や市議会が市内の事業者を心から応援して

いるという気持ちを伝えることが大切だと思います。中間市の今回の支援対策とともに、

市が事業者を応援しているというその心こそが、事業者にとって、何よりも、事業継続の

力、エネルギーになるのではないかと思います。

以上のことから、私は、中間市原油価格・物価高騰緊急対策支援金事業を早急に実施す

ることを求め、原案に賛成いたします。

〇議長（中野 勝寛君）

ほかに討論ありませんか。小林信一君。

〇議員（１番 小林 信一君）

中間クラブの小林信一です。私ども６人の協力会派を代表しまして、令和４年度中間市

一般会計補正予算（第５号）についての討論をさせていただきます。

本補正予算には、新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金、コロナ禍におけ

る原油価格・物価高騰対応分、これを活用した事業予算が計上されております。コロナ禍
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が長引く中、本市においても、生活に困窮する方々の生活支援、子育て世代への支援、農

業者や各中小企業者等への支援が強く求められるところであります。本年度のコロナ対策

支援事業の中で全世帯の水道料金、これは基本料金になりますが、これの補助、あるいは、

学校給食の本年度給食費値上げ分の補助など保護者の負担軽減対策もとられ、一定の評価

をするものであります。しかしながら、今、市民の方々から余りにも急騰する物価高、こ

れに悲鳴を上げ、何とか行政の救済策、これはないものか、こういう声を多数耳にしてお

ります。皆さんご存じのように１０月に入りますと、諸物価の値上げが目白押しです。こ

れは、今後もさらに物価高という形で、市民の生活を圧迫してまいります。市民生活はま

すます困窮の度合いを増していくものと思われます。

そうした状況下にあって、今回の一般会計補正予算（第５号）には、中小企業者等への

支援対策としまして、農業振興費と商工業振興費、合わせまして８，２５０万円の緊急対

策支援金が計上されています。この緊急対策支援金は、令和３年度の月ごとの売り上げに

比べまして、本年度の売り上げがひと月でも１５％以上下回れば、１５万円を支給すると、

そういうふうに解釈をしております。これを、過去の支給実績をベースに５５０件予定さ

れた金額だと、こういうふうに捉えております。しかしながら、この売り上げ１５％以上

ダウンと１５万円支給の根拠、これが今回はっきりと理解ができません。そういった部分

がございます。コロナ禍で苦慮する各中小企業者等の救済、これを第１に、あるいはこれ

を目的とするならば、１５％売り上げダウンの１５万円支給、この対象を１０％売り上げ

ダウンの１０万円支給にするなど、もう少し企業者の支援の枠を拡大する、そういう方向

が考えられなかったものか、そういう思いがあります。また、市民生活への支援対策と各

中小企業者等の支援対策、この両立を目指した支援対策事業を仕組み、疲弊し、低迷する

本市の経済活動を活性化させる支援対策事業を実施すべきであったと思います。

近隣の自治体では、住民一人一人に商品券を配布し、その町で使用をしてもらう。市民

の生活も下支えがあり、必ずその町で商品券が消費されますので、企業者の収益、これが

図られる、そういう狙いで実施されておる事業等もございます。

本市におきましても、地域経済を活性化させる支援対策、これをもう少し考える必要が

あったのではないかと、こういうふうに思われてなりません。今後、本年度中に新型コロ

ナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金、これのさらなる交付予定があるようです。そ

の際、各自治体で独自に事業が組める枠、そういったものがあるとしましたら、住民の生

活支援、これをもっと基本に据えていただいて、その上に各事業者の支援の均衡を図りな

がら、本市の経済活動を活性化させる、そうしたコロナ対策事業を計画していただくよう

意見を付しての賛成討論とさせていただきます。

〇議長（中野 勝寛君）

ほかに討論ありませんか。

（「なし」の声あり）
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〇議長（中野 勝寛君）

これにて討論を終結いたします。

これより、第３０号議案及び第３１号議案の補正予算２件を順次採決いたします。

議題のうち、まず第３０号議案、令和４年度中間市一般会計補正予算（第５号）を起立

により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決すること

に賛成の諸君の起立を求めます。

（起立）

〇議長（中野 勝寛君）

起立多数であります。よって、第３０号議案は委員長の報告のとおり可決されました。

次に、第３１号議案、令和４年度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）を採

決いたします。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、第３１号議案は委員長の報告のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第１３．第３２号議案

日程第１４．第３３号議案

日程第１５．第３４号議案

日程第１６．第３５号議案

日程第１７．第３６号議案

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第１３、第３２号議案から日程第１７、第３６号議案までの条例改正５件を

一括議題とし、各常任委員長の報告を求めます。

まず、堀田克也総合政策委員長。

〇総合政策委員長（堀田 克也君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第３３号議案、中間市職員の育児

休業等に関する条例の一部を改正する条例について、審査を行いましたので、その概要と

結果をご報告申し上げます。

今回の条例改正は、国家公務員の妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のための措置に

係る育児休業等に関する法律の改正が本年１０月１日に施行されることに伴い、地方公務

員の育児休業等に関する法律が改正されたことから、本市の条例においても同様の改正を

行い、同法の施行に必要な規定を整備するものです。
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条例の主な改正内容は、子の出生後８週間以内に取得することができる出生時育児休業

について、取得回数の制限が１回から２回までに緩和されるとともに、出生後８週以降か

らの育児休業の取得回数の制限も緩和され、現行の１回から２回に分割して取得すること

を可能とするものです。また、会計年度任用職員の育児休業につきましては、子が１歳以

降となった場合の同休業に対し、期間途中での取得が可能となるよう改正されています。

なお、条例の施行日については、法律等の施行日に合わせ、令和４年１０月１日となっ

ております。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後に、採決いたしました結果、全員賛成で、原案どおり可決すべきと決した次第であ

ります。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

次に、中尾淳子市民厚生委員長。

〇市民厚生委員長（中尾 淳子君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第３２号議案、中間市印鑑登録条

例の一部を改正する条例について、審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し

上げます。

今回の条例改正は、マイナンバーカードを利用し、日本全国のコンビニエンスストアな

どで印鑑登録証明書の交付を受けることができる、いわゆるコンビニ交付を可能にするこ

とで、市民の利便性向上を図るものです。

条例改正の内容といたしましては、印鑑登録証明書について、現在、登録者本人または

代理人が交付申請書に印鑑登録証を添えて、市の窓口で申請し、市において適正と認めら

れた場合に交付されておりますところ、これに加え、登録者がマイナンバーカードを利用

し、コンビニエンスストアなどに設置されている多機能端末機で申請することにより、交

付を受けることができるよう改正するものです。なお、本人確認につきましては、窓口で

の申請において印鑑登録証またはその他の方法により行われておりますが、コンビニ交付

においてはマイナンバーカードに記録された電子証明書により行うこととなっております。

また、条例の施行日は令和４年１１月１４日となっております。

討論において、「コンビニ交付は便利さを伴うが、なりすましや情報漏れなどの危険性

があるので、ただ推し進めるというのは考え直すべきである。この条例案には反対す

る。」との意見がありました。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後に、採決いたしました結果、賛成多数で、原案どおり可決すべきと決した次第であ

ります。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

次に、田口善大産業消防委員長。
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〇産業消防委員長（田口 善大君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第３４号議案、第３５号議案及び

第３６号議案について審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。

はじめに、第３４号議案、中間市地域下水道施設改良基金条例の一部を改正する条例に

ついて申し上げます。

今回の条例改正は、令和５年度以降に中鶴・曙両下水処理場の解体を予定していること

から、施設の改良事業の財源に充当することとされております。中間市地域下水道施設改

良基金につきまして、解体工事等の財源に充当できるよう、基金の使途を拡大するもので

あります。

条例改正の主な内容といたしましては、基金の設置目的を変更し、基金をその財源に充

当することができる経費として、施設の除却及び災害復旧が追加されております。また、

これに合わせて条例の題名についても改めるものとなっております。

なお、条例の施行日につきましては、公布の日となっております。

次に、第３５号議案、中間市下水道条例の一部を改正する条例について申し上げます。

条例改正が必要な理由といたしましては、本市が行っております、直接投入型ディス

ポーザの社会実験が本年９月３０日で期間満了となりますことから、今後は、同機器の設

置使用者に対し、管渠施設等の維持管理費を請求できるようにするものでございます。

条例改正の内容といたしましては、直接投入型ディスポーザの下水道基本使用料に月額

２００円を加算し、徴収することを定めるものでございます。

なお、条例の施行日につきましては、社会実験終了の翌月の令和４年１０月１日となっ

ております。

討論において、「直接投入型ディスポーザの設置、使用について、今後普及していく中

で、市民が納得できる金額になるように補助金等を検討していただけるようにお願いをし

て意見を付して賛成する。」との意見がありました。

次に、第３６号議案、中間市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する

条例についてを申し上げます。

今回の条例改正は、中間市公共下水道事業受益者負担金における延滞金の額の割合につ

いて、銀行貸付けの平均利率に基づき国が定める平均貸付割合に応じて決定することとす

る軽減措置を設けるものでございます。

条例改正の内容といたしましては、延滞金の額の割合については、現在、納付期日後

１カ月間は、年７．２５％の割合、その後は、年１４．５％の割合となっておりますが、

当分の間、この割合を納付期日後１カ月間は、延滞金特例基準割合に年１％の割合を加算

した割合、その後は延滞金特例基準割合に年７．２５％の割合を加算した割合とするもの

となっております。

また、条例の施行日につきましては、令和４年１０月１日とし、施行日以後に生じる延
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滞金に適用することとなっております。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後に、採決いたしました結果、第３４号議案、第３５号議案及び第３６号議案のいず

れも全員賛成で、原案どおり可決すべきと決した次第であります。よろしくご審議のほど

お願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

これより質疑に入ります。ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論はありませんか。田口澄雄君。

〇議員（６番 田口 澄雄君）

第３２号議案、中間市印鑑登録条例の一部を改正する条例について、反対意見を申し述

べます。今回のこの条例案は、コンビニ等での印鑑証明の発行を開始するためのものです。

コンビニでの印鑑証明の発行は確かに便利さという点では前進的ですが、一方の危険性と

いう点では、便利さとは比較にならない大きな問題を抱えています。もともとマイナン

バーカードの推進を前提としていますが、こうしたことに疎い方やその危険性から利用を

躊躇されている方にとっては、さらなる不便を強制される可能性があります。こうしたこ

とを進めるための財政的効果を得るためには、将来的には、職員の削減や公的窓口の縮小

が図られると思いますので、マイナンバーカードの取得が半強制となる可能性があります。

実際にこうした個人番号制度は、これを推進した諸外国ではなりすまし等による被害が続

出し、アメリカではこうした被害を補填するための保険までできています。デジタル化の

急激な推進が図られていますが、背景には民間企業の利潤追求と社会保障費等の削減と、

さらなる増税強化を図ろうとする国の思惑とが背景にあります。この制度については、国

民個人を守る制度設計のもとに実施が図られるべきだと思います。

以上のことから、本条例案については反対をいたします。

〇議長（中野 勝寛君）

ほかに討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

これにて討論を終了いたします。

これより、第３２号議案から第３６号議案までの条例改正５件を順次採決いたします。

議題のうち、まず、第３２号議案、中間市印鑑登録条例の一部を改正する条例を起立に

より採決します。

本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決すること
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に賛成の諸君の起立を求めます。

（起立）

〇議長（中野 勝寛君）

起立多数であります。よって、第３２号議案は委員長の報告のとおり可決されました。

次に、第３３号議案、中間市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を採

決します。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、第３３号議案は委員長の報告のとおり可決されました。

次に、第３４号議案、中間市地域下水道施設改良基金条例の一部を改正する条例を採決

します。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、第３４号議案は委員長の報告のとおり可決されました。

次に、第３５号議案、中間市下水道条例の一部を改正する条例を採決いたします。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、第３５号議案は委員長の報告のとおり可決されました。

次に、第３６号議案、中間市公共下水道受益者負担に関する条例の一部を改正する条例

を採決いたします。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、第３６号議案は委員長の報告のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第１８．議員提出議案第２号

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第１８、議員提出議案第２号、中間市財政運営基本条例を議題とし、総合政
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策委員長の報告を求めます。

堀田克也総合政策委員長。

〇総合政策委員長（堀田 克也君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております議員提出議案第２号、中間市財政

運営基本条例について審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。

今回の条例制定は、将来の世代に負担を先送りしない財政の規律を明確に定め、世代間

の公平な負担を基本とし、市民の受益と負担の均衡を図ることで、規律ある財政の運営を

図る規律の確保、財政の中長期的な見通しを持ち、予測しがたい情勢の変化に対応、即応

できる計画性のある財政運営を図る計画性の確保、財務諸表などの財政状況の積極的な公

表を行い、市民の市政への関心・理解を深め、信頼を向上させる財政運営を図る透明性の

確保を基本理念とし、本市の財政運営に当たり、社会経済情勢の変化や市の実情に対応し

た施策を自主的かつ総合的に実施することで、将来にわたって健全で規律のある財政運営

の確保を図り、市民の福祉を維持向上することを目的とされております。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後に、採決いたしました結果、議員提出議案第２号は全員賛成で、原案どおり可決す

べきと決した次第であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報

告を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

これより質疑に入ります。ただいまの委員長の報告に対し質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。

これより、議員提出議案第２号、中間市財政運営基本条例を起立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決すること

に賛成の諸君の起立を求めます。

（起立）

〇議長（中野 勝寛君）

全員起立であります。よって、議員提出議案第２号は委員長の報告のとおり可決されま

した。

────────────・────・────────────

日程第１９．意見書案第９号
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〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第１９、意見書案第９号、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）と政界との

関係断ち切りを求める意見書を議題とし、提案理由の説明を求めます。田口澄雄君。

〇議員（６番 田口 澄雄君）

意見書案第９号、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）と政界との関係断ち切りを求め

る意見書案について、提案理由を申し述べます。

先の参議院選挙の最中に起こった安倍晋三元総理への銃撃事件は、当初銃撃の動機とさ

れた関連宗教団体については、マスコミでも伏せられていましたが、その後この団体名が

明らかとなるや、保守自民党はもとより野党の一部にまで、その関係性が明らかとなり、

目下マスコミを挙げてのもう追及の中にあります。さすがに政権党である自民党は、その

関係性の根深さから当初は政党としての関係について否定をしていましたが、次々と明ら

かとなる個々の議員の関係性の事実の前に渋々ではありますが、対応を迫られることとな

りました。

また、このことを回避するためになされた内閣改造でしたが、改造前よりかえって関係

する大臣が多いこととなると、もはや党としても動かざるを得ない事態となりました。本

来ならば党をあげて、外部の有識者も含めての全面的な調査、何より関係の中心にいたと

される安倍元総理についての、徹底的に調査をすべきでしたが、残念ながら自民党はこれ

を避け、またその他の議員についてもあくまでも議員個人に対する点検という形をとり、

結果的にはその後も次々と新たな関係者があらわれるという無様な結果を残すことになり

ました。統一教会と自民党の関係を宗教問題一般に置き換えようとする向きもありますが、

これは反社会的組織に対する公党としての付き合い方の問題です。これがもし暴力団とし

たならこうした言い訳は通用しないでしょう。

即その対応が迫られるところです。この統一教会が霊感商法や闇献金といった反社会的

行為と同時に、日本は韓国の属国であるという、日本の国としての主権に関する問題がそ

の教義には内在しています。旧統一教会は日本に関係した属国扱いの部分等については、

隠して近づいてきたとの報道もなされていますが、そういうことについては、私でも知っ

ていました。知らなかったとの言い訳は通用しません。

これ以上の被害者を生み出さないためにも、また、国としての尊厳を守るうえからも、

徹底的な調査と関係の断ち切りを求めます。また、地方自治体での関係性も指摘をされて

いますし、中間市も決して無関係ではありませんので、議員諸氏のご賛同をよろしくお願

いいたします。

〇議長（中野 勝寛君）

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）
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質疑なしと認めます。

お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第９号については委員会の

付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。

これより討論に入ります。討論はありませんか。中尾淳子さん。

〇議員（１０番 中尾 淳子君）

公明党の中尾です。世界平和統一家庭連合（旧統一教会）と政界との関係断ち切りを求

める意見書案について、反対討論を行います。

本来、意見書とは、地方自治法にのっとり、地方議会の議決によって、政府に提出され

る文書であり、その内容は、具体的な事実や証拠等に基づくべきものであります。世界平

和統一家庭連合（旧統一教会）と政界との関係断ち切りを求める意見書案は、事実や証拠

等が不明確であり、この意見書からは、具体的な事実や証拠を読み取ることができません。

７月に起きました安倍元首相の銃撃事件を機に、マスコミは、政治と宗教の関係性を大き

く報じています。また、昨今のテレビ報道等でも、一部議員と旧統一教会との関わりが明

らかになってまいりましたが、今回の問題の本質は、旧統一教会と政界の癒着ではなく、

また、政治と宗教の問題でもなく、社会的な問題やトラブルを多く抱え、さらに人々の不

安や恐怖心をあおりながら、霊感商法を行うなど、反社会的な活動を長年にわたり行う団

体と政治家との問題です。政治家は、そのような団体の広告塔に利用されないようにしな

ければなりません。また、基本的に関係を持たないことが必要です。

一般論として、特定の民間団体に対する行政による示威的な介入があってはならないと

思いますが、意見書に示された団体に対しては、事実を確認した上で、法令上の対応を

粛々と行うべきであると考えます。

以上の理由から、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）と政界との関係断ち切りを求め

る意見書案には反対いたします。

〇議長（中野 勝寛君）

ほかに討論ありませんか。柴田芳信君。

〇議員（５番 柴田 芳信君）

日本共産党の柴田芳信です。意見書案第９号、世界平和統一家庭連合（旧統一協会）と

政界との関係断ち切りを求める意見書案について賛成討論を行います。

霊感商法や霊視商法など、宗教名目による資金集めの活動で被害を被った市民は少なく

とも数十万人に上ると言われています。その資金集めの活動に駆り立てられている組織の

メンバーもかけがえのない人生を破壊されたと言えるでしょう。

このような人権侵害、消費者被害は現代社会の社会、経済の基盤の病巣から生み出され
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たものであって、決して突然生じたものではありません。それだけに、この種の事件は今

後も繰り返される恐れが十分にあります。同種の被害相談は現在も続いており、むしろ、

多様化、深刻化していると言われています。元２世の信者の安藤さん、仮名ですが、被害

は、外側から見えないクローズな空間で生まれ、現在も続いていると述べられ、真摯な対

応を今求められています。

前川喜平元文部科学事務次官は、自身が宗務課長だった１９９７年頃に、同協会から名

称変更の申請があり、教義など団体の実体に変化がないと、名前は変えられないと伝えた

と発言。２０１５年の名称変更について、役所が前例を覆すことは考えづらい。政治の意

思決定がなければ起きない。政治的圧力があった可能性が高いと指摘をされています。反

社会的カルト集団に国がお墨つきを与えている事態は、一刻も早く解消すべきではないで

しょうか。

よって、この意見書案第９号、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）と政界との関係断

ち切りを求める意見書案について賛成といたします。

〇議長（中野 勝寛君）

ほかに討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

これにて討論を終結いたします。

これより意見書案第９号、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）と政界との関係断ち切

りを求める意見書を起立により採決いたします。本意見書案については、原案のとおり決

することに賛成の諸君の起立を求めます。

（起立）

〇議長（中野 勝寛君）

起立多数であります。よって、意見書案第９号は原案のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第２０．意見書案第１０号

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第２０、意見書案第１０号、軍事費のＧＤＰ２％への増額に反対する意見書

を議題とし、提案理由の説明を求めます。柴田芳信君。

〇議員（５番 柴田 芳信君）

日本共産党の柴田芳信です。意見書案第１０号、軍事費のＧＤＰ２％への増額に反対す

る意見書案について趣旨説明を行います。

ロシアのウクライナ侵攻が始まって半年が過ぎました。多くの命が損なわれる事態に怒

りと憤りを募らせています。早くこの侵略戦争を終わらせなければならない、多くの人々

が願っています。
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バイデン米大統領は、民主主義対専制主義の戦い、岸田首相は価値観を共有するＧ７主

導の秩序の回復という。しかし、今大切なのは、あれこれの価値観で世界を二分すること

ではなく、ロシアは侵略をやめよ、国連憲章を守れの一点で、全世界が団結することでは

ないでしょうか。

今、国内の一部の勢力は敵基地攻撃能力（反撃能力）、９条改憲と叫び、相手国の指揮

統制機能等まで攻撃する能力の保有を言い出しています。これは、相手に脅威を与える攻

撃型兵器は持てないという政府のこれまでの憲法解釈を１８０度覆し、専守防衛を投げ捨

てる危険な道に日本を引きずり込むことであります。

また、５年以内に軍事費を２倍の１１兆円以上を目指すという動きもあります。この財

源は消費税増税か、社会保障大幅削減ということになり、暮らしが押し潰される危機に乗

じて、９条改憲、軍事対軍事の悪循環を進めてはなりません。攻撃すれば反撃され、必ず

日本が標的にされます。さらに、核には核をという危険な議論が横行しており、核兵器の

共有を提言する政党もあります。これは日本国民を核戦争に導き、命を奪い、国土を廃墟

と化す危険な提言です。唯一の戦争被爆国として核兵器禁止条約に参加し、核兵器廃絶の

先頭に立つべきです。

今一番危険なのは、日本が攻撃されていないのに米国が軍事行動を始めたら安保法制の

集団的自衛権を発動して、自衛隊が米軍と一緒に敵基地攻撃で外国に攻め込むことです。

その結果、その戦火が日本に及んできます。これが今、日本が直面している最大の危険で

す。憲法９条を生かし、戦争を起こさせないための外交に知恵と力を尽くす。これこそが

政治の役割ではないでしょうか。ＡＳＥＡＮ（東アジア諸国連合）は、お互いに友好協力

条約を結び、徹底した対話によって東南アジアを敵対と分断から平和と協力の地域に作り

変えてきました。そのＡＳＥＡＮが今、力を注いでいるのが、日米中を含む東アジアサミ

ットであり、日本も一緒に展望すべきではないでしょうか。日本政府は、軍事費２倍化や

敵基地攻撃、核兵器共有ではなく、憲法９条を生かして、東アジアを戦争のない平和な地

域にすることではないでしょうか。

よって、軍事費のＧＤＰ２％の増額について反対といたします。

以上、地方自治法９９条の規定により意見書を提出いたします。

軍事費のＧＤＰ２％への増額に反対する意見書に、議員の皆さん方のご賛同いただきま

すよう、お願い申し上げ、趣旨説明を終わらせていただきます。

〇議長（中野 勝寛君）

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

質疑なしと認めます。

お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第１０号については委員会
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の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

討論なしと認めます。

これより、意見書案第１０号、軍事費のＧＤＰ２％への増額に反対する意見書を起立に

より採決いたします。本意見書案については原案のとおり決することに賛成の諸君の起立

を求めます。

（起立）

〇議長（中野 勝寛君）

起立多数であります。よって、意見書案第１０号は原案のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第２１．意見書案第１１号

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第２１、意見書案第１１号、地方の農地の保全と活用のための支援拡充を求

める意見書を議題とし、提案理由の説明を求めます。阿部伊知雄君。

〇議員（１１番 阿部伊知雄君）

公明党の阿部伊知雄です。意見書案第１１号、地方の農地の保全と活用のための支援拡

充を求める意見書の趣旨説明を行います。

１９６０年には約６００万ヘクタールあった日本の農地は、宅地等への転用や荒廃農地

の発生等により、現在約４４０万ヘクタールと大幅に減少しました。

農業の現場では、従事者の高齢化や担い手不足などの課題から、農地の減少は止められな

い状況です。耕作が放棄された農地は数年で荒廃農地となり、やがて復元が困難になりま

す。

近年、世界的な規模での感染症の蔓延、異常気象による作物の凶作、さらに不安定な国

際情勢等も踏まえ、不測の事態に備えた食料安全保障を見据えて、荒廃農地の発生防止と

解消は重要な課題です。この課題解決に向けて、農村部では、農地中間管理機構による農

地の集積集約や、民間企業等の農業参入等を積極的に進めようとしていますが、その担い

手の確保が困難な状況となっています。

一方で、都市部の農地は、２０１７年に生産緑地法の改正を受けて、民間企業等への農

地の貸借による担い手の確保により、生産緑地の約９割が特定生産緑地へ移行される中で、

市民農園の整備等による農地の保全が積極的に進められている状況です。
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そこで、政府においては、地方自治体と民間企業との連携を強化しながら、農業地域に

おける、半農半Ｘ、すなわち農業とそれ以外の別の何かを両立する農業人材の創出や、市

民農園の普及拡大等、国民が農地の保全と活用のための活動に参入しやすい環境の整備と

予算の拡充を求めます。具体的には、以下の４点について、特段の取り組みを求めるもの

です。

一つ、農用地区域の農業用施設用地への転用特例に、農家レストランや農業用施設等に

加え、地方自治体と民間企業等の連携のもとでの半農半Ｘの人材確保を促すサテライトオ

フィスや宿泊施設等の整備も加えるとともに、地方の農地における日帰り型市民農園や滞

在型市民農園の整備促進を図ること。二つ、総務省と厚生労働省において、別個に実施し

ているテレワークに関する個別相談事業を統合し、ワンストップの支援窓口を設置すると

ともに、各地域での農地の貸し付けを促す情報を提供するなど、国と地方自治体と民間企

業等の連携によるテレワークと農業の融合政策を積極的に推進すること。三つ、荒廃農地

にコスモスやヒマワリを植える等により、農地の保全を支援することによる景観形成活動

に利用できる多面的機能支払交付金、また、荒廃農地に蓮花を植える等により、農地の保

全を支援する多面的機能支払交付金の最適土地利用対策について、民間企業等への適用範

囲の拡大とともに、予算の拡充を図ること。四つ、人口急減に直面している地域において、

地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業推進交付金の自治体と民間企業等

の連携のもとでの活用や荒廃農地を民間企業等が活用し、燃料用植物の栽培等を推進した

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金について、制度の再整備を検討すること。

以上４点の特段の取り組みを求め、地方の農地の保全と活用のための支援拡充を国に要

望するものです。議員の皆様のご賛同をお願いいたしまして、趣旨説明を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

質疑なしと認めます。

お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第１１号については、委員

会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。

これより討論に入ります。討論はありませんか。田口澄雄君。

〇議員（６番 田口 澄雄君）

意見書案第１１号、地方の農地の保全と活用のための支援拡充を求める意見書について

反対をいたします。
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この意見書では、民間企業との連携という文言が再三にわたって出てきます。しかし我

が国も賛成した国連の家族農業の１０年では、これからの食料確保に対する方向性として、

小規模な家族農業こそ、持続可能な形態としています。そうした点からしますと我が国の

農政は、外国からの輸入は無分別に進めるし、個人の所得補償も農産物の価格保障も飼料

や肥料に対する高騰分の差額補償も非常に貧弱か無策です。

農業所得に占める政府の補償の点では、フランス９５％、イギリス９１％、ドイツ

７０％、スイス１０４％に比べて、日本は３０％しかありません。

我が国の農業の将来を憂えているのが、この意見書の最初のくだりですが、それに対す

る対応が農地の転用や民間企業等の活力の利用というのでは、農業は救えません。特に民

間企業はもうけがあればやりますが、それが保証されないとすぐに撤退したり、産業廃棄

物の不法投棄など、他の方向に転ずることも考えなければなりません。

若者が希望を持って参入し続けられるような基幹産業としての位置づけと、そのための

具体的な個別補償が必要です。意見書では書かれていませんが、我が国の食料需給率は

３７％、３８％を行き来する壊滅的な状態です。世界史的にも、全地球的にも非常に異常

な事態です。食料安全保障という点からするならいつ何があってもおかしくない事態が、

現在であります。

意見書にあるような小手先の対応ではなく、将来にわたっての安全な食料確保のための

抜本的な対応を求め、以上のことからこの意見書案については反対をいたします。

〇議長（中野 勝寛君）

ほかに討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

これにて討論を終結いたします。

これより意見書案第１１号、地方の農地の保全と活用のための支援拡充を求める意見書

を起立により採決いたします。本意見書案については原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。

（起立）

〇議長（中野 勝寛君）

起立少数であります。よって、意見書案第１１号は否決されました。

────────────・────・────────────

日程第２２．意見書案第１２号

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第２２、意見書案第１２号、女性デジタル人材育成を強力に推進するための

支援を求める意見書を議題とし、提案理由の説明を求めます。中尾淳子さん。

〇議員（１０番 中尾 淳子君）
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公明党の中尾です。女性デジタル人材育成を強力に推進するための支援を求める意見書

について、提案理由の説明を申し上げます。

女性デジタル人材育成については、女性の経済的自立に向けて、また、女性人材の成長

産業への円滑な移動支援を図る観点から重要です。政府は、本年４月２６日、女性デジタ

ル人材育成プランを取りまとめ、就労のためのデジタルスキルの習得や柔軟な働き方のた

めの就労環境を整え、女性デジタル人材の加速化を目指すこととしています。

国際競争力を高め、生産性を向上させる上で、このプランの遂行実現が、日本の発展の

ため不可欠であります。デジタル化が進むことで、大都市一極集中による人口の偏在化も

緩和され、感染症のリスクの低減も図られることと思います。

政府においては、地方の女性デジタル人材育成の強力な推進を図るため、次の事項の実

施を求めます。１、本プランの実施成功において、自治体規模に合わせた取り組みやすい

参考事例を国として積極的に発信すること。２、テレワークによるデジタル分野の就労は、

離れた地域でも可能であることから、テレワーク可能な企業のあっせん、紹介については、

全国規模で行われるよう、プラットフォームを形成すること。３、育児や介護など時間的

な制約があってもデジタルスキルを習得し、テレワークを活用しながら、就労ができ、実

践的な経験を積むことができる機会を提供すること。４、テレワークの定着促進に向けて

の全国的な導入支援体制をいち早く整備すること。５、本プランの着実な遂行のための十

分な予算を確保すること。

以上、議員の皆様のご賛同をお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。蛙田忠行君。

〇議員（４番 蛙田 忠行君）

ただいまの意見書案第１２号について、提案者の方に質問をいたします。

私はこの提案に関して、基本的な方向としては、決して必要性のないものとは理解をし

ておりません。ただし、ただしですね。男女雇用機会均等法が成立し、今の日本社会にお

ける生活構造の中で男女の役割は平等であると。これはもう基本的な憲法に従った基本的

な方向としてそういうものが出ておりますし、私どもも男性であろうと女性であろうと、

家庭で言えば、旦那であろうとご婦人であろうと、基本的に与えられた責任と責務、社会

における責任と責務、家庭における責任と責務、地域における責任と責務は、男女平等で

あるという認識に立っております。

この中で、まず１点目は、政府は本年４月２６日女性デジタル人材育成プランというの

を定めたと書いておりますけれども、提案者にお伺いしますけれども、これは政府といっ

ても様々な部署があります。どちらのほうがどういう形でこの提案を、プランを出された

のか、まず答えていただきたいというのが１点。

２点目は、記の（２）テレワークによるデジタル分野の就労は、離れた地域でも可能で
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あることからテレワーク可能な企業のあっせん、紹介については全国規模で行えるようプ

ラットフォームを形成することとありますけれども、これも男女雇用、男女の平等という

観点からいえば、あえて女性に限ってなぜこの文言を加えたのか、その点についてお答え

いただきたい。

３点目、（３）の全国どこに住んでいてもという言葉の中にＯＪＴ等とありますけれど

も、この専門用語について、ご理解があれば説明をしていただきたいと思います。当然、

提案される方はこのことはご理解の上で提案されておられると思いますので、私はこのＯ

ＪＴというのはよくわかりません。できれば、これを説明していただきたいと思います。

４点目、（４）テレワークの定着促進に向けての全国的な導入支援体制をいち早く整備

することとありますけれども、これも先ほど（２）で申し上げたような内容と同じように、

別にあえて女性デジタル人材云々かんぬんということを言わずともこれ男女に関わりなく、

これを推進するという方向については私もそういう認識を持っておりますので、何であえ

てこれを加えられたのか。提案者に対して質問を求めます。

以上の点について、お答えいただきたい。よろしくお願いいたします。

〇議長（中野 勝寛君）

中尾淳子さん。

〇議員（１０番 中尾 淳子君）

今ちょっと適当な資料を持ち合わせておりませんので、後日、蛙田議員の方にはお届け

したいと思います。それでよろしいでしょうか。

〇議長（中野 勝寛君）

蛙田忠行君。

〇議員（４番 蛙田 忠行君）

この公式な本会議において、意見書という形で、公明党という公党が意見書を提案され

ておられるわけですから、内容について質問があった際にはしっかり答えられるというの

は、これ、議会を尊重するという立場に立てばあってしかるべき当然のことであります。

今、中尾議員の方からその件についてお話がありましたけれども、ご質問があったらしっ

かり答えていただくというのが大前提でありまして、決して何か敵対的な野心を持って申

し上げておるわけではございませんので、しかしながらやっぱりこういう意見書を出すと

いうことは、その意見書を出したらその意見書に対しての質問があったときにしっかりそ

の内容に答えていただるだけの用意をしていただいて、質問に答えていただきたいという

ことをあえて付け加えて質疑を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

ほかに質疑はございますでしょうか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）
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質疑なしと認めます。

お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第１２号については委員会

の付託を省略したいと思いますがこれにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。

これより討論に入ります。討論はありませんか。田口澄雄君。

〇議員（６番 田口 澄雄君）

意見書案第１２号、女性デジタル人材育成を強力に推進するための支援を求める意見書

について、反対討論をいたします。

女性のスキルアップのための人材育成については賛成ですが、ここに書かれているよう

なテレワークの推進やプラットフォームの形成による手法では、別の問題が生じると思わ

れます。現在、国際的に行われているプラットフォームでは、２０１７年の時点での調査

では、時給１時間当たりですね、４４７円。しかも、これに不払い労働の発生が出てまい

りますので加味しますと、実質賃金が時給で１時間当たり３３２円、これ国際的な金額で

す、という最低賃金以下での運営実態があります。これは先行する諸外国での実例です。

ＥＵではこうしたことから労働者保護の法的規制を今強めています。

ところが我が国ではプラットフォームであることを口実に、団体交渉さえも認めない傾

向にあります。プラットフォームの活用推進を言うのであるならば、同時にこのことの改

善を前提とすべきです。

また、テレワークについても現在の状況を見ますと、年収３００万円未満の実施率は

１２．７％、それに対して、１０００万円以上の方では、５１％と所得による利用格差が

目立ちます。今後もこの格差が広がるおそれがあるのではないでしょうか。

こうしたことから、そうした手法に頼ることでは、さらなる格差を生み出す危険性まで

あります。活用の前に、労働者保護の法的規制を実施すべきです。

その点での何の保証のないこの意見書の内容については賛同できませんので、以上のこ

とから、この意見書案については反対いたします。

〇議長（中野 勝寛君）

ほかに討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

これにて討論を終結いたします。

これより意見書案第１２号、女性デジタル人材育成を強力に推進するための支援を求め

る意見書を起立により採決します。本意見書案については原案のとおり決することに賛成

の諸君の起立を求めます。
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（起立）

〇議長（中野 勝寛君）

起立少数であります。よって、意見書案第１２号は否決されました。

────────────・────・────────────

日程第２３．会議録署名議員の指名

〇議長（中野 勝寛君）

これより、日程第２３、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８５条の規定により、議長において、安田明美さ

ん及び阿部伊知雄君を指名いたします。

────────────・────・────────────

〇議長（中野 勝寛君）

以上をもちまして、今期定例会に付議された案件は全て議了いたしました。

よって、令和４年第４回中間市議会定例会は、これにて閉会いたします。

午前12時04分閉会

──────────────────────────────

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する

議 長 中 野 勝 寛

議 員 安 田 明 美

議 員 阿 部 伊 知 雄


